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１【提出理由】 

 平成25年10月25日開催の当社定時株主総会において、単独株式移転の方法により完全親会社である株式会社ウエスコ

ホールディングスを設立することが承認可決され、平成26年２月３日付で同社が設立されました。  

 これに伴い、当社の親会社及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。  

  

２【報告内容】 

１．親会社の異動  

（１）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容  

名称     株式会社ウエスコホールディングス  

住所     岡山市北区島田本町２丁目５番35号  

代表者の氏名 代表取締役社長 山地 弘  

資本金の額  400,000千円  

事業の内容  傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務  

  

（２）当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合  

議決権の数          異動前 －個 異動後 177,242個  

総株主等の議決権に対する割合 異動前 －％ 異動後 100.00％  

（注）「議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、平成26年２月３日現在の総株

主の議決権の数（177,242個）を分母として計算しております。  

  

（３）当該異動の理由及びその年月日  

異動の理由  株式移転による完全親会社設立のため  

異動の年月日 平成26年２月３日  

  

２．主要株主の異動  

（１）当該異動に係る主要株主の名称  

主要株主でなくなるもの 公益財団法人ウエスコ学術振興財団  

主要株主となるもの   株式会社ウエスコホールディングス  

  

（２）当該異動の前後における当社主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合  

①異動前  

（注）「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成25年10月25日開催の

定時株主総会召集のために設定した基準日（平成25年７月31日）における総株主の議決権の数（177,242個）

を分母としております。  

  

②異動後  

（注）「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、平成26年２月３日現在の総株主

の議決権の数（177,242個）を分母としております。  

  

（３）当該異動の年月日  

平成26年２月３日  

  

名称  所有議決権の数  
総株主等の議決権に  

対する割合  

公益財団法人ウエスコ学術振興財団  20,000個 11.28％ 

株式会社ウエスコホールディングス  － － 

名称  所有議決権の数  
総株主等の議決権に  

対する割合  

公益財団法人ウエスコ学術振興財団  － － 

株式会社ウエスコホールディングス  177,242個 100.00％ 
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（４）その他の事項  

本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数  

資本金の額    3,282,648千円  

発行済株式総数 17,724,297株  

以 上
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